
第２号様式（第６条関係） 

 

ＳＤＧｓおおたスカイパートナー宣言書 

 

(宛先)大田区長 

 

私たちは、ＳＤＧｓの内容を理解し、以下のとおり、大田区とともにＳＤＧｓの推進に取

り組むことを宣言します。 

 

＜宣言日＞  令和７年４月２４日 

事業者情報 

事業者名 ひらやま行政書士事務所 

代表者 職・氏名 
職名 代表 

氏名 平山 徳治 

ホームページ URL（任意） https://hirayama-jimusho.com/ 

事業者ロゴ（任意） 
ひ ら や ま 

行政書士事務所 

事業者としての 2030 年のあるべき姿 

エコアクション２１審査員として、エコアクション 21 の要求事項を SDGs の目標と連

動させ、企業（主に中小企業）がそれぞれの目標に対してより具体的に貢献できるよう指

導し、地域社会や行政機関と協力し、エコアクション 21 の認証企業が SDGs 達成に寄与

できる新しい機会を創出する。 

また、行政書士として、中小企業や地域社会に対して環境規制や持続可能な発展に関連

する法的要件に関する専門的な助言を提供し、行政機関との橋渡しの役割を果たす。 

これまでに取り組んでいる・これから取り組みたいＳＤＧｓ17のゴール・目標（複数選択可）  

（これまでに取り組んでいるゴール・目標：○ これから取り組みたいゴール・目標：●）  

      

  〇   〇 

      

〇 〇     

     

 

〇 〇 〇  〇  



 

目標の達成に向けた取組内容等 

関連するゴール

の数字を記入

（複数記入可） 

これまでの取組内容 これからの取組内容 

３ 

エコアクション２１では化学物質

の削減を目標とするよう要求して

いる。 

審査を通じて、有害化学物質の大

気放出並びに廃棄による水質、土

壌の汚染を防止する。 

６ 

エコアクション２１では化学物質

の削減、廃棄物の削減を目標とす

るよう要求している。 

審査を通じて取り組みを進め、水

質を改善、維持し、水に関連する生

態系の保護回復を図る。 

７ 

エコアクション２１では二酸化炭

素排出量の把握と公表を要求して

いる。 

審査を通じて、二酸化炭素排出量

削減のため、再生可能エネルギー

の利用を推奨する。 

８ 

エコアクション２１では環境と経 

営を融合した戦略立案を提唱して

いる。 

環境対策に取り組むとともに高い

生産性を達成し、経済成長と環境

悪化の分断を図る。 

１３ 

エコアクション２１では環境上の

緊急事態を想定しその対応策を定

め訓練することを要求している。 

気候変動の緩和、適応、影響軽減及

び早期警戒に関する教育、啓発、人

的能力及び制度機能を改善する。 

１４ 

エコアクション２１では廃棄物の

削減を目標とするよう要求してい

る。 

審査を通じて、大気汚染を防止し

廃棄物を削減して海洋汚染を防止

し生態系を回復させる。 

１５ 

エコアクション２１では廃棄の削

減とともに、リサイクル率の向上

を要求している。 

紙の廃棄削減とリサイクルを進

め、森林減少を阻止し劣化した森

林を回復させる。 

１７ 

行政書士として官民の架け橋とな

り、持続可能な開発のためのパー

トナーシップを推進している。 

様々なパートナーシップの経験や

専門的知見を基にした市民社会の

パートナーシップを推進する。 

 


